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東京都廃棄物審議会 第６回プラスチック部会における主な意見 

 

【レジ袋有料化について】 

○ 今までのような２～５円ではあまり効果がなく、10 円以上などきちんとした価格設定が必要 

○ ０円から５円になるのと、５円から 10 円になるのは質的に違いがあり、数円でも無料から有料にすることで行動変容の効果がある。 

○ 一律的な価格を国や行政が決めてほしいという意見の会社もある。 

○ 地域や人口構成により状況が異なるため、ある程度裁量の度合いがあった方がよい。 

○ 有料化の導入が先行している場所では、既存のルールとの整合性に配慮すべき。 

○ いわゆるレジ袋だけではなく厚めのアームバッグなども含めるべき。 

○ マイバッグに入れる時に水分がつかないために使うロール式の袋は別扱いとすべき。 

○ 既にレジ袋有料化を実施している店舗でも、お弁当と切り花、大きいお米用の袋は無料で提供している。 

○ 商店街などで惣菜を少量買ったときに入ってくる小さな袋まで有料にするのは難しいのではないか。 

○ 対象の事業者は、できるだけ広く公平な制度にして欲しい。 

○ レジ袋有料化で得られる収入は海ごみの活動に回る仕組みがよい。 

 

【具体的な施策の構築について ①ワンウェイプラスチックの削減について】 

○ ワンウェイプラスチック削減は重要だが、紙など代替素材にした時の CO2 その他トータルでの環境影響も考えながら進めてほしい。 

○ 「使用が避けられるものか」と「本当に必要か」という２つの軸で４パターンに分け、普及啓発なども区別して議論したほうがよ

い。 

○ 国の目標の 25％削減であれば「４回に１回は使わない」という行動でよいので、そういうメッセージを出せれば議論が進むのでは

ないか。 

○ 都の購入方針で MSC 認証や HACCP など様々な制度がある中で、漁業系の廃棄物を適正処理する事業者から調達するなどの基準化

を訴えると対応が進むのではないか。 

○ 行動変容を促すナッジの手法が有効なのではないか。 

○ リサイクルしやすい構造の容器包装の商品を支援すると、捨てるものが減るのでよいのではないか。 

資料２ 
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○ お祭りや花見、川や海のレジャーなどごみが散乱しやすい非日常の場面で、リユースカップ、食器などを導入するよう働きかける

と効果が高い。 

○ これまでも実証事業などたくさんいい取組をしているが、その結果が今後どういうことにつながるなど成果をもっと広く公表して

欲しい。 

○ レジ袋はマイバッグを持てば減らせるが、個包装など容器包装はむしろ増えている印象があり、削減が難しいという認識が必要 

 

【具体的な施策の構築について ②再生プラ、バイオマスの利用促進について】 

○ バイオマス材料を増やしたいと思っても現状では材料の供給が少ないので、技術開発を待ちながら進めなければならない。 

 

【具体的な施策の構築について ③循環的利用の推進・高度化について】 

○ ２０３０年度の削減目標で、４割削減を目指す焼却量に熱回収を含むとするなら、熱回収についてエネルギー利用効率を上げてい

くべきという視点が表現しきれていないのではないか。 

○ 23 区の分別回収が進まない現状について、もともと分別されていたのが焼却施設で混焼できるようになり一緒に集めるようになっ

た経緯がある。再びプラスチック分別の必要性と分別ルールを説明すれば、それほど難しくなく出来るのではないか。ただ、回収

後の中間処理施設やリサイクル等のシステムが今は整っておらず、分別したもののその先が動かないという課題に取り組む必要が

ある。 

○ 汚れたプラスチックは、コストをかけてリサイクルするより燃やした方がよい。 

○ 汚れたプラスチックを出さないための市民啓発も必要 

○ 中国の禁輸で日本に進出した中国のリサイクラーもあるが、原料が集まらず撤退を考えている話を聞くので、国内循環ではなくな

るが需給のマッチングができるとよい。 

○ 外国人居住者への対応として、分別の呼びかけも多言語化など配慮が必要 

○ メーカー側が率先して、いつまでに再生プラを何％使うなど、海外メーカーのように上手に発信するとよい。 

 

【その他】 

○ 清掃活動の資金源として、ＥＵのプラスチック指令では拡大生産者責任の一部の費用として清掃の人件費とごみの処理費を生産者

が払うことになっている。日本での制度化は難しいかもしれないが、資金源の確保は重要 
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令和元年 9 月 25 日 

東京都廃棄物審議会  
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 はじめに  

当審議会は、2018 年 8 月 24 日、東京都知事から「プラスチックの持続可能な利

用に向けた施策のあり方」について諮問を受けた。諮問の趣旨は次のとおりである。 

 

（諮問の趣旨） 

資源の大量消費が気候変動や生物多様性の損失を地球規模で引き起こしている。

パリ協定が掲げる今世紀後半の温室効果ガス実質ゼロを達成するには、使い捨て型

の大量消費社会から持続可能な資源利用への大胆な移行を先進国が主導していく必

要がある。 

とりわけプラスチックに関しては、海洋ごみが海洋生態系に大きな影響を与える

リスクが増大しており、国際的にも早急かつ実効性のある対策が求められている。 

ついては、プラスチックの持続可能な利用に向け、世界の主要都市の一員として

東京都が進めるべき施策について諮問する。 

 

（検討いただきたい事項） 

具体的には、次の事項について審議いただきたい。 

１ 必要性の低い、使い捨てプラスチックの大幅削減を促す仕組み 

２ プラスチック製品・容器包装の再使用・再生利用の推進及び再生プラスチック

の利用拡大を図る方策 

 

 

プラスチックは私たちの生活に様々な便益をもたらしているが、これまでの使い

方を考え直すことが求められている。 

当審議会では、短期的に対応しなければならないことだけではなく、2050～2100

年を見据えた議論をする必要があることから、Goal（長期的な方向性）とTarget（Goal

に向けて、現実を踏まえた目標）を区別して議論を進め、その成果を以下のように

とりまとめた。 
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Ⅰ 現状と課題  

１）資源利用量の増大と気候変動、生物多様性の喪失 

国連環境計画によると、2017 年の世界の資源利用量は年間 920 億トンを超える。

これまでのペースで増え続けた場合には、2060 年には現在の倍以上、1900 億トンに

達すると推計されている。[1] 

資源利用量の増大に伴い、化石燃料の消費やその他の工業プロセス、森林減少な

どから膨大な温室効果ガスが排出され、世界の平均気温は既に工業化以前と比較し

て約 1℃上昇した。これにより異常気象、北極の海氷減少、サンゴ礁の白化などの現

象が生じている。 

生物多様性の損失も著しい。世界の脊椎動物の個体数は、1970 年から 2014 年ま

での間に 60%減少した。[2] 世界の天然林は、2010 年から 2015 年までに年平均 650

万 ha 減少しており、2016 年以降、森林減少は加速している可能性が高い。[3] 

2015 年に国連総会で採択された「我々の世界を変革する：持続可能な開発のため

の 2030 アジェンダ」では、5 つの P（人間、地球、繁栄、平和、パートナーシップ）

と 17 のゴール（SDGs）が掲げられた。このうちゴール 12 では「持続可能な消費・

生産」、ゴール 14 では「海洋環境・海洋資源の保全及び持続可能な利用」（2025 年

までに海洋ごみ等のあらゆる海洋汚染を大幅に削減する等）、ゴール 15 では「陸域

生態系の保全」が掲げられている。 

人類の存続の基盤である地球環境そのものが掘り崩されてしまうと、経済や社会活

動を維持していくことはできない。東京は先進国の主要都市として、これらの地球

規模の課題に積極的に取り組んでいく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

プラスチックは軽い、腐食しない、成形しやすい、密閉性が高いなどの優れた特

性を有する素材であることから、私たちの生活に広く使用されており、世界のプラ

スチック生産量は年間 4 億トンに達している。[4] しかし、このように多量のプラス

生命圏の基盤の上に社会や経

済が成立していることを示し

た図に、SDGs のゴールを重ね

たもの 

出所： 

Stockholm Resilience Center 

生命圏 

社会 

経済 

海洋生態系 

陸域生態系 

水と衛生 

気候変動 

http://http/www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html
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チックを使い続けることは持続可能ではない。プラスチックとの付き合い方を見直

し、ライフスタイルを変革していくことが世界的な課題となっている。 

２）パリ協定と CO2 実質ゼロ 

2018 年 10 月に IPCC がまとめた『1.5℃特別報告書』によれば、早ければ 2030

年には+1.5℃を超える。[5] このまま地球温暖化が進行すれば、発展途上国を中心に、

気候変動に脆弱な地域に大きな被害が出ることは確実である。 

パリ協定では、世界の平均気温の上昇を工業化以前と比べて+2℃以下に抑えると

ともに、+1.5℃を目指して努力することが目標とされ、そのために 21 世紀後半に温

室効果ガス排出量を実質ゼロ（人為起源排出量と人為起源吸収量が等しい状態）に

するという目標が掲げられた。 

さらに『1.5℃特別報告書』によると、1.5℃未満に気温上昇を抑えるには、世界の

CO2排出量を 2030 年に 2010 年比で 45%程度削減、2050 年前後には実質ゼロとす

る必要がある。 

都は、CO2実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション東京」を 2050 年までに実現す

るため、2019 年 12 月に「ゼロエミッション東京戦略」を策定することとしている。 

CO2 実質ゼロは直ちに達成できるわけではないが、そこを目指してプラスチック

などの資源利用のあり方を見直していく必要がある。 

３）海洋プラスチック問題 

年間 480～1270 万トンのプラスチックが世界の河川等から海洋に流入しており、

2050 年には海洋中のプラスチックの重量は魚の重量を上回ると言われている。特に

中国や東南アジア諸国等の河川からの流入が多いとされている。[6],[7] 

海洋プラスチックの増加は次のようなリスクを伴っている。 

① 海洋生物への直接的影響 

すでに 2,249 種の生物への影響が報告されている。[8] 

② 海洋生態系への影響 

食物連鎖の下位にある生物への影響やサンゴへの影響が報告されており、生

態系全体及び水産資源への影響が懸念される。 

③ 含有する化学物質・海洋中で吸着する化学物質が生物濃縮されるリスク 

プラスチックに含まれる化学物質や海洋中で

プラスチックが吸着する化学物質の生物濃縮が

懸念されている。すでに海鳥からプラスチックに

特徴的な物質が検出されている。 

④ その他、プラスチックとともに生物種が長距

離移動することによる生態系のかく乱や、自然景

観の阻害等の問題がある。 

荒川河口付近の川岸の散乱ごみ 



5 

 

東京からも海洋へプラスチックが流出している。街中の散乱ごみも排水路や河川

を通じて海に流れていく。荒川の河川敷などではペットボトルなどの散乱ごみや多

量のマイクロプラスチックが見られる。2015 年度の環境省の調査によると、東京湾

の漂流ごみの密度は 222 個/km2であり、他の湾・内海と同様に外洋より高い値であ

った。マイクロプラスチックについては、特に多摩川河口域で 9.7 個/m3と密度が高

い結果であった。[9] 

2019 年 6 月の G20 大阪サミットでは、2050 年までに海洋プラスチックによる新

たな汚染をゼロにするという「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が共有された。 

海洋へのプラスチックの流出をゼロにすることを目指して、早期に対策を進める

必要がある。 

４）廃プラスチックの不適正処理リスク 

プラスチック循環利用協会によると、2017 年の日本の廃プラスチック排出量は

903 万トンであり、処理の状況をみると 13.5%が国内で材料リサイクルまたはケミカ

ルリサイクル、58%が国内で熱回収、14%が輸出であった。輸出量の多くは事業系の

廃プラスチックである。 

 

廃プラスチックの排出・処理状況（全国、2017 年） 

〔排出量 903 万㌧の内訳〕     〔処理量の内訳〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラスチック循環利用協会『2017 年 プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況』のデータをもとに

事務局作成。プラスチック循環利用協会の資料では、「マテリアルリサイクル（再生利用）」が 211 万トン、うち「輸出」

が 129 万トン、「国内」が 82 万トンと示されている。 

包装・容器等／ 
コンテナ類 

46.0% 

電気電子機器／ 
電線・ケーブル／ 
機械等  19.9% 

その他の使用済 
製品    25.8% 

生産・加工ロス 8.3% 

ポリエチレン 
33.9% 

ポリプロピレン 
22.2% 

ポリスチレン類 
11.8% 

塩化ビニル 7.5% 

その他 
24.5% 

国内で熱回収 
  58.0% 

国内で材料／ケミカル 
リサイクル  13.5% 

33.0% 
輸出  

14.3％ 

未利用  
14.2% 

材料リサイクル 
28% 
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区市町村が行っているごみ組成調査や容器包装廃棄物の分別収集量から推計する

と、2017 年度に東京都内から排出された一般廃棄物の廃プラスチックは 73 万トン

（うち材料リサイクル及びケミカル・リサイクルは 11 万トン）である。また、産業

廃棄物管理票交付状況等報告の集計によると、2017 年度に都内から産業廃棄物の廃

プラスチック類として排出された量は 75 万トンである。（廃棄物中の廃プラスチッ

クの量は水分等を含んでいるため、プラスチック循環利用協会の統計とそのまま突

き合わせることはできない。） 

 

2017 年夏から中国の廃プラスチック輸入規制が始まり、日本からの輸出はタイ、

ベトナム、マレーシア、台湾などへ向かったが、これらの国・地域でも次々と規制

が強化されつつある。 

2018 年 7 月～2019 年 6 月に日本から海外に輸出された廃プラスチックの量は 92

万トンであり、中国の輸入規制前である 2016 年 7 月～2017 年 6 月と比較すると、

41%減（64 万トン減）となっている。なお、廃プラスチック輸出量の約 4 割は首都

圏（東京港、横浜港、川崎港及び千葉港）からの輸出である。[10] 

廃プラスチックの輸出先の国々では、不適正処理による環境汚染のリスクや劣悪

な労働環境で選別作業が行われている事例が報告されている。また、国内では輸出

量の減少に伴い、処理費の上昇、在庫の増加、リサイクル施設の受入れ基準の強化

などの状況が生じ、東京から排出された廃プラスチックの不適正処理が生じかねな

い状況になっている。 

2019 年 5 月には、バーゼル条約締約国会議でリサイクルに適さない汚れたプラス

チックごみを条約の規制対象に明記する附属書の改正が行われた。そのため 2021 年

1 月の発効以降は、汚れたプラスチックごみの輸出には相手国の同意を得る手続が必

要となる。 

廃プラスチックが国内外で不適正に処理されることを防止し、適正なリサイクル

を進めることが緊急的な課題となっている。 

 

Ⅱ 先進国の主要都市として東京が果たすべき役割  

以上のようなプラスチックに関わる諸課題に対しては、Think globally, act locally 

で取り組んでいく必要がある。 

とりわけ東京は、多量の資源を消費するだけでなく、それらの資源の供給を域外

（国内外）に大きく依存している。このため、域内での資源消費量（廃棄物排出量）

や CO2 排出量に比べてマテリアルフットプリント（東京が消費する製品等の生産過

程で使用された資源の総量）及びカーボンフットプリント（東京が消費する製品等

の生産過程まで遡った温室効果ガスの排出量の総量）が大きい。また、都内から排
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出された産業廃棄物のリサイクルや最終処分も域外に大きく依存している状況にあ

る。 

①「省エネルギー」に加えて「省資源（バージン資源投入量の削減）」 

②「再生可能エネルギー」に加えて「再生可能資源の持続可能な利用」 

に先進的に取り組む責任がある。 

SDGs のゴール 12 では、2030 年までに天然資源の持続可能な利用や 3R による廃

棄物の大幅削減を目指すことを目標として掲げるとともに、「持続可能な消費及び生

産」に向けて先進国が先導的役割を果たすべきとされている。プラスチックの持続

可能な利用や海洋プラスチックの対策についても、日本・東京がライフスタイルの

変革などに先導的に取り組み、それをアジアの諸都市と共有していくべきである。 

2018 年 7 月には、日本の企業、自治体など 105 団体が集まり「気候変動イニシア

ティブ」（Japan Climate Initiative; JCI）が設立され、東京都もこれに参画した。

地球環境問題に対して自治体、企業など非国家アクターが果たすべき役割が大きく

なっている。[11] 

東京には持続可能な資源利用に先進的に取り組む企業等が多く立地しており、そ

れらの企業等と連携し、多様な取組を試行していくことが重要である。 

 

Ⅲ 21 世紀半ばに目指すべき資源利用の姿（長期的視点） 

プラスチックの持続可能な利用に向かうには、まず長期的に目指すべき資源利用

の姿（ゴール）を共有し、次いで現在の地点からそこに向けて進むための具体的な

取組を検討していくべきである。国がプラスチック資源循環戦略案で示したマイル

ストーンの先にあるものを見据える必要がある。 

SDGs のゴール 12 が掲げる「持続可能な消費及び生産（つくる責任、つかう責任）」

に先導的に取り組み、「ゼロ・ウェイスティング」、すなわち 

・新規資源投入量の最少化 

・リユース及び水平リサイクル（輪の閉じた循環）の徹底 

・環境中への排出は実質ゼロ 

の実現により、資源採取による自然破壊や土地の荒廃等とともに、廃棄による環境

負荷をゼロにすることを目指すべきである。 

それは SDGs のゴール 8「持続的、包摂的、持続可能な経済成長」のためにも重要

である。 

CO2 実質ゼロのプラスチック資源利用について直ちに具体的な姿を描くことは難

しいが、社会全体でそれを考えていくことが極めて重要である。 

プラスチック及び再生可能資源（バイオマス資源）については、 

①  CO2 実質ゼロに向けて、長期的にエネルギーや各種資源の利用のあり方を大



8 

 

きく変革していく必要がある。化石燃料由来のプラスチックについても、その

必要性を見極め、使用すべきものを整理する等によって化石燃料への依存度を

低減し、省エネルギー・省資源に資する「持続可能な、価値ある素材」として

いく必要がある。 

②  化石燃料由来のプラスチックの代替素材としてバイオマス資源が注目されて

いる。他方、バイオマス資源の生産拡大は、熱帯雨林減少の主要な原因となっ

ている。バイオマス資源への代替に当たっては、バイオマスが再生される速度

の範囲内、かつ、供給源での温室効果ガス排出、生態系への影響、食料との競

合その他の環境社会影響について持続可能性に十分配慮することが必要である。 

 

 

 

SDG-12 持続可能な消費及び生産（つくる責任、つかう責任）の主な内容 

‐先進国が主導し、途上国の状況に配慮しつつ、すべて 

 の国が持続可能な消費・生産に向けた取組を実施 

‐2030 年までに天然資源の持続可能な利用を実現 

‐2030 年までに 3R の推進により廃棄物を大幅に削減 

‐2020 年までに廃棄物の適正処理を確保し、人の健康 

及び環境への影響を削減 

‐2030 年までに持続可能な開発及びライフスタイルに 

関する情報と意識を市民が共有 

‐持続可能性に配慮した企業活動と持続可能性報告を促進 

‐持続可能性に配慮した公共調達を実施 

‐2030 年までに販売・消費段階での 1 人当たり食品廃棄物の量を半減等 

‐持続可能な消費・生産に関する途上国の能力開発のための支援   
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プラスチックのフローと CO2 

現状のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

・②（使用済みプラスチックの燃焼由来の CO2）は全 CO2排出量の 2.2%（都内） 

・プラスチック製食品包装は食品ロス（及びそれに伴う CO2 排出量）の削減に重要である

とともに、軽量な包装資材であることから運輸に伴う CO2削減にも貢献 

 

 

国のプラスチック資源循環戦略が示すマイルストーン 

2030 年までにワンウェイのプラスチックを 25%削減 ⇒ ①↘,②↘ 

2025 年までにプラ製容器包装等を分別容易、リサイクル・リユース可能に 

2030 年までにプラ製容器包装の 6 割をリユース・リサイクル    ⇒ ①↘,②↘,③↗ 

2030 年までにプラスチックの再生利用を倍増  

2030 年までにバイオマスプラスチックを 200 万㌧導入 ⇒ ②↘  

日本の約束草案 ：温室効果ガスを 2030 年度に 2013 年度比 26%減 

東京都の削減目標：温室効果ガスを 2030 年度に 2000 年度比 30%減（2013 年度比 38%減） 

 

 

長期的に目指すべきゼロ・ウェイスティングのプラスチックフロー（イメージ） 

・パリ協定が目指す CO2 実質ゼロは社会経済全体としての目標であるが、プラスチックの

利用という側面においても考えるべき課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・バイオマス資源の利用は、生物多様性に配慮し、かつ、再生速度の範囲内に限る。 

・CO2 直接回収や CO2 原料化など、CO2 実質ゼロ・マイナスの技術が導入されれば、上記

以外のフローもあり得る。  

プラスチックの利用 

家庭で利用 

① 

③ 

② 

熱回収等 

埋立 化石燃料 

 

バイオマス 

 

リサイクル 

海への流出 

プラスチックの利用 

家庭での利用 

熱回収 

×  埋立 化石燃料× 

 

バイオマス 

 

リサイクル ×  海への流出 
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Ⅳ 当面、都が取り組むべきプラスチック対策  

以上のような長期的視点を踏まえ、私たちはプラスチックの持続可能な利用に向

けて、CO2 実質ゼロの観点も含め、第一歩を踏み出さなければならない。また、海

洋へのプラスチック流出ゼロを早期に達成しなければならない。 

都は、国が示した 2030年までのマイルストーン等を踏まえ、今後 5年程度の間に、

できる限り早期に、次のような施策を推進すべきである。また、プラスチック資源

循環戦略に基づく国の施策の進捗を踏まえつつ、必要な場合には、関係者の合意を

得ながら、都独自の制度や仕組みの構築を検討・推進していくべきである。 

１）ワンウェイ（使い捨て）のプラスチックの削減 

短期間又は一度限りの使用を目的としたワンウェイ（使い捨て）のプラスチック

の削減（リデュース）を進めるに当たっては、軽量化・薄肉化だけでなく、「不要な

物はそもそも要らない」という社会に向けて、本当に必要なものか、避けられない

ものかという観点から、消費者のライフスタイルやサービス提供の方法等を見直し

ていく必要がある。 

国のプラスチック資源循環戦略に、中小企業・小規模事業者など国民各界各層の

状況を踏まえた必要な措置を講じつつ、レジ袋有料化の義務化等を通じてライフス

タイルの変革を図るという考え方が示されたことは妥当である。都は、レジ袋有料

化が実効性ある仕組みとなるよう、次のような事項について、引き続き国に働きか

けていくべきである。 

対象とする包装の範囲については、当審議会の審議では、次のような意見があっ

た。 

・商品の販売時に提供される持ち運び用のワンウェイプラスチック袋をリユー

ス可能な場合も含めて広く捉えるべき 

・マイバッグに水がつかないようにするためのロール式の袋などは別扱いとす

べき 

・既存のルールと整合を図るべき 

対象事業者の範囲については、次のような意見があった。 

・公平な制度とするため、対象事業者はできるだけ広く捉えるべき 

価格設定等のあり方については、次のような意見があった。 

・レジ袋削減の取組が広く消費者に広がり、一定の削減目標（レジ袋辞退率な

ど）の達成が見込まれる価格とすべき 

・10 円以上とするなど削減の効果が出る価格とすべき 

・数円であっても、無料から有料に変わることで効果が出るという考え方もあ

る。 

・一律的な価格設定ではなく、ある程度事業者の裁量に任せることが有効 
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また、都は、国への提案と並行して、都民、NGO、事業者、自治体と連携し、自

主的取組を促進していくべきである。 

さらに、レジ袋以外のワンウェイのプラスチック製容器包装（ペットボトル、食

品包装、ワンウェイの飲料カップ等）や製品（カトラリー、ストロー等）について

も、具体的な削減方策を国に働きかけていくべきである。 

容器包装については、容器包装リサイクル法に基づき、小売業についてのみ容器

包装使用量の定期報告制度があるが、対象を他業種の一定規模以上の事業者に拡大

するとともに報告内容の公表制度を導入するよう、国に求めていくべきである。 

ワンウェイの製品については、事業者との協定等による使用量の報告・公表の仕

組みなどを検討すべきである。 

また、ごみの散乱が生じやすいイベント等におけるワンウェイ容器の削減を進め

るため、リユース容器・リユースカップの普及を図るべきである。 

ワンウェイの容器包装や製品の削減を進めるにあたっては、 

① 容器包装の削減が他の資源の無駄を生じることがないよう、全体的に考える

必要がある。また、それらを必要とする高齢者や要介護者などの弱者に十分に

配慮することが重要である。 

②  ワンウェイのプラスチック容器包装や製品の削減について、広く社会の理解

と共感を生み出すことが必要である。このため、引き続き「チームもったいな

い」に参加する企業や NGO 等と連携するとともに、都内の大学やオフィスビ

ル等の協力も得ながら、消費者の行動変容・ライフスタイルの変革を促す活動

を展開していくべきである。また、レジ袋などワンウェイ・プラスチックの削

減に向けたキャンペーンを推進し、環境教育・環境学習の機会を提供していく

べきである。 

③ ライフスタイルの見直しや、商品やサービスの提供の仕方について、継続的

に都民や関係事業者と対話していくべきである。例えば、消費税の軽減税率制

度の導入がテイクアウトに伴うワンウェイ容器の使用を助長しないよう認識を

共有していくべきである。 

２）再生プラスチック及びバイオマスの利用促進 

ワンウェイのプラスチックの削減を進めたうえで、まず再生プラスチックの利用

を推進し、次いで紙、バイオマスプラスチック（バイオマスを原料とするプラスチ

ックのこと）等が適する場合には切替えを推奨し、新たな市場形成を図っていくべ

きである。その際、技術的可能性や経済性、リサイクル性、事業者の対応可能性を

考慮することも必要である。 

① 熱回収せざるを得ないものをバイオマス素材に切り替えていくことが CO2 削

減に有効である。 



12 

 

② 代替素材の使用に伴う環境影響や食料供給との競合、既存のリサイクルシス

テムへの影響も十分に考慮すべきである（CO2 が増えないか、別の素材が混入

することでリサイクルの阻害要因にならないか、等）。 

紙やバイオマスプラスチック等については、バイオマスのサプライチェーン

に留意し、古紙配合率の高いものや FSC 認証のものを推奨していくべきである。 

③  グリーン購入法の基本方針の改定を踏まえ、グリーン購入について広く検討

すべきである。都は 2019 年 6 月に「都庁プラスチック削減方針」を策定し、

本庁組織の物品調達においてワンウェイ・プラスチックの削減や再生プラスチ

ック及びバイオマス素材への切り替えを進めるとともに、イベント運営におい

てはリユース食器・カップを使用し、2020 年度に都主催イベントで使い捨てプ

ラカップの使用禁止を目指すとした。 

今後は、都の調達における将来目標（例、2025 年再生プラスチック○％以上）

を示すとともに、再生プラスチックやバイオマス素材への切替えを進める先進

的な企業と連携することを通じて、新たな製品開発を促進していくべきである。 

さらに民間の組織にもグリーン購入を働きかけていくべきである。 

④ 製品によってプラスチック素材に要求される品質が異なることを踏まえ、バ

ージンプラスチックに過度に固執せず、CO2 の排出量が少ない再生プラスチッ

クを選ぶことが大事という価値観を広めていく必要がある。その際、再生プラ

スチックの使用に積極的に取り組む企業と連携していくことが重要である。 

３）循環的利用の推進及び高度化 

① 容器包装リサイクル法等によるリサイクルの徹底 

東京都内には、プラスチック製容器包装の分別収集の実施が一部にとどまっ

ている区市町村がある。まず、分別収集を早期に全面実施するよう区市町村に

働きかけるとともに、都が分別収集量の目標値を示す等により、分別収集の強

化や、そのための有効な手段としてのごみ有料化の検討などについて働きかけ

ていくべきである。国のプラスチック資源循環戦略が、2030 年までにワンウェ

イのプラスチックを 25%削減し、プラスチック製容器包装の 6 割をリユース、

リサイクルするというマイルストーンを掲げていることを考慮すると、例えば

次のような目標設定をイメージすることができる。 

人口 1 人当たりプラスチック製容器包装分別収集量 

＝プラスチック製容器包装の総量 ×（1－0.25）× 0.6 ÷ 人口 

併せて、都としても、プラスチック製容器包装のリサイクルによる CO2 削減

効果を検証し、分別収集の意義やその効果を区市町村に説明するとともに、分

別収集に向けた取組を強力に後押しする仕組みを検討すべきである。プラスチ
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ック製容器包装廃棄物の（リサイクルによるや具体的なリサイクル方法など）

に関する普及啓発を進めていくべきである。分別を進めるに当たっては、多言

語の説明資料を用意するなど東京に住む人たちの多様性に十分に配慮する必要

がある。 

また、国に対しても、容器包装リサイクル法の対象外になっているプラスチ

ックのリサイクルについても国に検討を求めるとともにていくべきである。ま

た、プラスチック資源循環戦略に則した循環交付金の仕組みづくりを国に提案

していくべきである。 

② 事業者による効率的な回収の仕組みの構築支援 

ペットボトルやトレイをはじめとしたプラスチック製容器包装やその他の容

器包装等の店頭回収が広く行われているが、一般廃棄物か産業廃棄物か等、廃

棄物処理法上の扱いが明確でない。循環型社会形成推進基本法第 11 条が使用済

み製品の引取りや循環的利用に関する製造・販売事業者の責務を定めているこ

とを踏まえ、各事業者が自主的に店頭回収等に取り組むことができるよう考え

方を整理すべきである。 

また、製造・販売事業者が自ら使用済み製品を回収・リサイクルし再生資源

を自社製品に活用する、リサイクルしやすい構造の容器包装を採用するなどの

取組について、関係者間のコーディネート等を行い、新たなビジネスモデルの

構築を積極的に支援していくべきである。実証事業を行った場合には、その成

果を丁寧に説明するよう努めるべきである。 

さらに、ボトル to ボトルなど、高度な技術を活用した水平リサイクルの取組

についても積極的に促進していくべきである。 

併せて、化学繊維の衣料品等については、店頭回収が広く行われ、繊維とし

てリサイクルされている実態を踏まえ、規制の合理化を図るべきである。 

③  事業系（業務系・商業系）廃プラスチックのリサイクル 

都内に多い業務系ビルや商業系施設からも、家庭のものに近い使用済みプラ

スチック製容器包装・製品が多く排出されている。区市町村の大規模事業用建

築物に対する排出指導と連携し、都としても業務系ビル等の廃プラスチック類

の処理状況を把握するとともに、専門家を派遣するなど分別・リサイクルに関

して排出事業者に助言を行う仕組みを検討すべきである。また、商店街等に関

しても、区市町村と連携し、地域のコミュニティを巻き込みながら分別・リサ

イクルの推進を図るべきである。 

‐ テナントビル等から排出される廃プラスチック等の産業廃棄物については、

廃棄物のリサイクル・適正管理の観点から、事業者の意見を踏まえ、実情に

応じてテナントとオーナーのどちらを排出事業者とすべきか考え方を整理す
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べきである。 

‐ リサイクルの推進においては、より効率的な収集運搬を実現していく必要

がある。収集運搬業者の相互連携や一般廃棄物と産業廃棄物等を連携して収

集しリサイクルすることなどについて、関係者とともに検討していくべきで

ある。 

‐ 未選別で未洗浄の廃プラスチックが有価物として輸出されている背景には、

輸出先の国で劣悪な労働環境や環境汚染等のリスクがあると考えるべきであ

る。有価で輸出することで、結果として国内における廃プラスチック処理費

が低廉になっている可能性もある。原材料のサプライチェーンの持続可能性

を確認するのと同様に、有価物になった後も含め廃棄物等のリサイクルの状

況について注意し、適正なリサイクル・処理に必要な対価を支払うのは、事

業者が果たすべき社会的責任である。[12] 都は、排出事業者がそのような責任

を果たすよう普及啓発していくべきである。 

④ 以上の循環的利用の推進に当っては、リデュースを徹底したうえで、リユー

ス・リサイクル市場の整備の状況や費用対効果も踏まえつつ、分別・選別され

たプラスチック資源の品質・性状等に応じて、リユース、材料リサイクル、ケ

ミカルリサイクル、熱回収等を最適に組み合わせ、バランスを考慮しつつ推進

していくべきであり、更なるイノベーションを促していく必要がある。 

その際、循環型社会形成推進基本法の優先順位を基本としつつ、熱回収（固

形燃料化、廃棄物発電・熱供給等）についてはエネルギーの利用効率の高いも

のを優先すべきである。 

４）廃プラスチックの適正な処理・有効利用を確保するための緊急的対応 

外国政府による輸入禁止措置等により、廃プラスチックの処理・有効利用の需

給がひっ迫しており、処理業者における保管場所の確保が厳しくなる中、受入先

が確保できないことによる不法投棄の発生についても懸念される。 

特に、材料リサイクルが困難なものについては、排出段階での分別回収の推進

を図りながら、当面の緊急的対応として、産業用の原燃料化など廃プラスチック

の有効利用の拡大を図ることが重要である。 

都は、国内に滞留する廃プラスチックの適正な有効利用の推進に向け、業界団

体等の取組を後押しし、新たな国内資源循環ルートの構築を図っていくべきであ

る。 

５）散乱防止・清掃活動を通じた海ごみ発生抑制 

引き続き海岸漂着物処理推進法に基づく回収・処理を促進するとともに、区市

町村、NGO・地域団体、企業の CSR 活動等と連携し、清掃活動を通じた海ごみ発
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生抑制や普及啓発・環境教育に取り組むとともに、レジ袋料金からの寄付など、

こういった活動に資金が集まるような仕組みを検討すべきである。 

特に、都民に様々な海の恵みをもたらしている島しょ地域では、多くの海岸漂

着物が確認されており、地元自治体、住民・団体等と連携した清掃活動に一層取

り組んでいく必要がある。 

また、都内の散乱ごみに関するデータを集積し、道路管理者や区市町村と連携

して、ポイ捨てが海ごみの原因になっているということと合わせて、ごみの散乱

防止とポイ捨て禁止を普及啓発していくべきである。 

さらに、屋外で使用されるプラスチック製品が放置されると劣化してマイクロ

プラスチック化が進む可能性があるので、管理の徹底を関係業界に要請すべきで

ある。 

なお、区市町村が設置する公衆用ごみ容器については、散乱防止という観点か

ら設置数を増やすべきという意見がある一方、ごみ容器を増やすことはワンウェ

イ削減というライフスタイルの変革につながらないとの意見があることも踏まえ、

今後、社会的に議論していく必要がある。 

６）国際的な連携 

アジアの諸都市では路上の散乱ごみから海に流出するプラスチックごみが多い。

都はこれまでも、環境学習や市民啓発について、アジア諸都市への国際協力を行っ

てきた。今後は、連携を強化し、複数の都市が共同でスポーツごみ拾い大会等のイ

ベントを開催するなどの取組を通じて、各都市の市民にごみの散乱防止と海ごみの

発生抑制を呼びかけていくことを検討すべきである。 

また、世界の各都市の実務担当者レベルでプラスチック政策等に関する実務的な

情報交換も行っていくべきである。併せて、SDGs のゴール 17 を踏まえて、企業・

NGO・自治体間のグローバルなパートナーシップの強化を図っていくべきである。 

７）東京 2020 大会を機とした取組 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催は、プラスチックの持続

可能な利用に向けて、世界の人々とビジョンを共有する重要な機会である。都は、

大会組織委員会を支援し、大会におけるプラスチック対策に取り組むとともに、持

続可能な資源利用のレガシーを残すことに努めるべきである。 

特に、リユース容器の使用や紙製容器包装への切替えなどによるワンウェイプラ

スチックの削減と、会場等で排出される廃棄物の分別徹底及び廃プラスチック等の

の材料リサイクル等に取り組むべきである。 
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以上に述べた課題と施策との関係は次表のとおりである。 

課題 21 世紀半ばに目指すべき資源利

用の姿 

当面、都が取り組むべきプラスチッ

ク対策 

・CO2実質ゼロの

プラスチック

利用への転換 

・海洋へのプラス

チックごみの

流出防止 

・国内外での廃プ

ラスチックの

不適正処理防

止及び適正な

リサイクルの

推進 

 

 

・ゼロ・ウェイスティング 

‐新規資源投入量の最少化  

‐リユース及び水平リサイク

ルの徹底 

‐環境中への排出はゼロ 

・長期的にエネルギーや各種資

源の利用のあり方を大きく変

革していく必要があり、プラ

スチックについても化石燃料

への依存度を低減し、省エネ

ルギー・省資源に資する「持

続可能な、価値ある素材」と

していく。 

・バイオマスは再生速度の範囲

内かつ持続可能性に配慮 

１）ワンウェイプラスチックの削減 

２）再生プラスチック及びバイオマ

スの持続可能な利用促進 

３）循環的利用の推進・高度化 

①容器包装リサイクル法等によ

るリサイクルの徹底 

②事業者による効率的な回収の

仕組みの構築支援 

③事業系廃プラスチックのリサ

イクルの推進 

４）廃プラスチックの適正な処理・

有効利用を確保するための緊急的

対応 

５）散乱防止・清掃活動を通じた海

ごみ発生抑制 

６）国際的な連携 

７）東京 2020 大会を機とした取組 

当面、都が取り組むべきプラスチック対策のうち、特に、１）は諮問の趣旨の１
に対応、２）及び３）は諮問の趣旨の２に対応している。 

 

 

 

Ⅴ 施策の推進にあたって  

以上の施策の推進に当たっては、次のような点に十分に留意する必要がある。 

①  パートナーシップの構築 

プラスチックの 3R を推進するうえでは、さまざまな関係者間のパートナーシ

ップが不可欠である。都は積極的にコーディネーターの役割を果たし、都民、

NGO、製造・販売・利用事業者やリサイクル業者を含む関係事業者、自治体等

の関係者間のパートナーシップの構築に努めるべきである。また、広域自治体

として、資源循環に関わる広域的な課題について区市町村と調整を図るべきで

ある。 

② 環境学習・消費者教育・ESD（持続可能な開発のための教育）の機会提供 
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都や区市町村の教育委員会とも連携し、プラスチックの持続可能な利用のあ

り方や持続可能性に配慮したライフスタイルについて消費者や生徒・児童に分

かりやすく情報を発信し、継続的に環境学習の機会を提供していくべきである。 

③ リサイクル市場の動向等に応じた施策の推進 

プラスチックの消費や処理の実情、リサイクル市場の動向などについて、関

係者間で情報共有を図り、状況を十分に見極めながら施策を推進すべきである。 

④ 施策効果の検証 

事業者や区市町村と連携しつつ、プラスチックの 3R に関するデータを継続的

に把握して、施策の効果を検証する体制を整えていくべきである。 

 

 おわりに  

プラスチックは過去 50 年間で私たちの生活に急速に普及した。プラスチックがも

たらした便益の中には、食品等の長期の品質保持もあれば、ワンウェイの手軽さも

ある。しかし、今、気候変動や海洋プラスチックの問題が私たちに突き付けている

のは、単にプラスチックというひとつの素材の問題ではない。私たちの資源利用の

あり方そのものが問われている。 

私たちは地球の生命圏に依存する人類として、持続可能で誰ひとり取り残さない

グローバルな正義を考え、真に豊かな社会を目指して、資源利用のあり方を変革し

ていかなければらない。そのためには、素材・リサイクル手法に関する新たな技術

革新と、ワンウェイ・プラスチックに頼らない革新的ビジネスモデルの構築と普及

が急務である。これは、イノベーションと新たな産業の創出にもつながる。プラス

チックについても省エネルギー・省資源に資する「持続可能な、価値ある素材」と

していく必要がある。 

CO2 実質ゼロまでの時間は限られている。私たちのライフスタイルやビジネスの

有り方の根本的な変革を速やかに開始すべきである。都は、社会のマインドを変え

るべく、次世代を担う若者たちなど、さまざまな主体と連携して取り組むべきであ

る。 
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用語解説 

マイクロプラスチック 

 海洋などに拡散した、大きさが 5 ミリメートル以下の微小なプラスチック粒子。主に、海

洋を漂流するプラスチックが紫外線や波浪によって細かく砕けたものを指す。 

 

材料リサイクル 

 廃プラスチックをフレークやペレットにしたのち、再びプラスチック製品の原料として再

利用すること。 

 

ケミカルリサイクル 

 プラスチックを化学的に分解してプラスチック製品の原料として再利用すること。原料・

モノマー化、高炉還元剤、コークス炉化学原料化など。 

 

熱回収 

 廃棄物を焼却した際に発生する熱エネルギーを回収し、発電や地域冷暖房などに活用する

こと。 

 

水平リサイクル 

 品質の劣化を伴わず、同じ製品を再生すること。ＰＥＴボトルからＰＥＴボトルを作る、

「ボトル to ボトル」などが挙げられる。 

 

再生可能資源 

 太陽光、風力、木材、バイオマスなど、自然のプロセスにより補給される天然資源のこと。 

 

バイオマス資源 

 生物由来の資源で、化石資源を除いた再生可能なもの。 

 

フットプリント 

 製品やサービスの調達、生産、輸送、消費、廃棄、リサイクルまでのライフサイクル全体

で環境負荷を表す指標のこと。 

 

バイオマスプラスチック 

 従来の化石資源からでなく、再生可能なバイオマス資源を原料に作られたプラスチックの

こと。 
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ＦＳＣ認証 

 独立した認証機関が、森林管理をある基準に照らし合わせてそれを満たしているかを評価

し、認証する制度。責任ある森林管理を認証する FM 認証と、認証された森林から算出さ

れた林産物の適切な加工・流通を認証する CoC 認証がある。 

 

ISO 26000:2010 

 企業等の組織が果たすべき社会的責任に関する手引きとして2010年に発行された ISO規

格。 
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東京都廃棄物審議会 プラスチックの持続可能な利用に向けた施策のあり方 中間のまとめ【概要版】                                 

Ⅰ 現状と課題 

Ⅱ 先進国の主要都市として東京が果たすべき役割 

Ⅳ 当面、都が取り組むべきプラスチック対策 

１ 資源利用量の増大と気候変動、生物多様性の喪失 

２ パリ協定とCO2実質ゼロ 

３ 海洋プラスチック問題 

・CO2実質ゼロは直ちに達成できるわけではないが、そこを目指してプラスチックなどの

資源利用のあり方を見直していく必要がある 

・海洋へのプラスチックの流出をゼロにすることを目指して、早期に対策を進める必要がある 

多量の資源を消費するだけでなく、それらの資源の供給を域外に大きく依存している東京は、 

 ①「省エネルギー」に加えて「省資源（バージン資源投入量の削減）」 

 ②「再生可能エネルギー」に加えて「再生可能資源の持続可能な利用」 

に先進的に取り組むことで、ライフスタイルの変革に先導的に取り組む責任がある 

１ ワンウェイ（使い捨て）プラスチックの削減 

・世界の資源利用量は年間800億トンを超え、2060年には1670億トンに達する見込み 

・資源利用量の増大に伴う温室効果ガスの排出や生物多様性の損失 

Ⅴ 施策の推進にあたって 

①パートナーシップの構築 
②環境学習・消費者教育・ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の機会提供 
③リサイクル市場の動向等に応じた施策の推進 
④施策効果の検証 

＜諮問の趣旨＞ プラスチックの持続可能な利用に向け、世界の主要都市の一員として東京都が進めるべき施策について、長期的な方向性と具体的な目標の２つの視点での検討を諮問 

４ 廃プラスチックの不適正処理リスク 
・中国をはじめとするアジア各国で廃プラスチックの輸入が規制 

・廃プラスチックが国内外で不適正に処理されることを防止し、適正なリサイクルを進める

ことが緊急的な課題となっている 

SDGsのゴール12が掲げる「持続可能な消費及び生産（つくる責任、つかう責任）」に先導

的に取り組み、「ゼロ・ウェイスティング」、すなわち 

・新規資源投入量の最小化 

・リユース及び水平リサイクル（輪の閉じた循環）の徹底 

・環境中への排出は実質ゼロ 

の実現により、資源採取による自然破壊や土地の荒廃等とともに、廃棄による環境負荷を 

ゼロにすることを目指すべき 

 CO2実質ゼロのプラスチック資源利用について直ちに具体的な姿を描くことは難しいが、 

社会全体でそれを考えていくことが極めて重要 

プラスチック及び再生可能資源（バイオマス資源）については、 

①CO2実質ゼロに向けて、長期的にエネルギーや各種資源の利用のあり方を大きく変革して 

 いく必要があり、化石燃料由来プラスチックの生産や使用後の燃焼に伴うCO2についても、 

 他と同様に実質ゼロとする必要がある 

②バイオマス資源への代替に当たっては、バイオマスが再生される速度の範囲内、かつ、供給 

 源での温室効果ガス排出、生態系への影響その他の環境社会影響について持続可能性に十分 

 配慮する必要がある 

・「不要なものはそもそも要らない」という社会に向けて、消費者のライフスタイルやサー

ビス提供の方法等を見直していく必要 

・レジ袋有料化が実効性のある仕組みとなるよう、引き続き国へ働きかけていくべき 

・都民、NGO、事業者、自治体と連携し、自主的取組を促進していくべき 

・レジ袋以外のワンウェイのプラスチック製容器包装等についても、具体的な削減方策を国

へ働きかけていくべき 

 ２ 再生プラスチック及びバイオマスの利用促進 
  再生プラスチックの利用を推進し、次いで紙、バイオマスプラスチック等が適する場合に

は切替えを推奨し、新たな市場形成を図るべき 

  ①熱回収せざるを得ないものをバイオマス素材に切り替えていくべき 

  ②代替素材の使用に伴う環境影響や食料供給との競合、既存のリサイクルシステムへの影 

   響も十分に配慮するべき 

  ③都庁内の売店等においてワンウェイ・プラスチックの削減を進めるなど、グリーン購入 

   について広く検討すべき 

  ④CO2の排出量が少ない再生プラスチックを選ぶことが大事という価値観を広めるとと 

   もに、その使用に積極的に取り組む企業と連携していく 

３ 循環的利用の推進及び高度化 

①容器包装リサイクル法等によるリサイクルの徹底 

 プラスチック製容器包装の分別収集の全面実施を都内区市町村に働きかけるべき 

②事業者による効率的な回収の仕組みの構築支援 

 各事業者が自主的に店頭回収等に取り組むことができるよう廃棄物処理法上の考え方を整理

するなど、新たなビジネスモデルの構築を積極的に支援すべき 

③事業系（業務系・商業系）廃プラスチックのリサイクル 

 業務系ビル等の廃プラスチック類の処理状況を把握し、廃プラスチック類の分別・リサイク

ルを排出事業者へ求めていくとともに、より効率的な収集運搬を実現していくべき 

④リユース、材料リサイクル、ケミカルリサイクル、熱回収等を最適に組み合わせるべき 

４ 散乱防止・清掃活動を通じた海ごみ発生抑制 
  区市町村、NGO・地域団体、企業等と連携し、清掃活動を通じた海ごみ発生抑制や普及

啓発・環境教育に取り組むべき 

５ 国際的な連携 

６ 東京2020大会を契機とした取組 

Ⅲ 21世紀半ばに目指すべき資源利用の姿（長期的視点） 

以上のような点に十分に留意すべき 
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一般廃棄物中の廃プラスチック量の推計について 

 

中間答申の際の推計方法 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

           

2016 年度の廃プラスチック量 47 万トン 

 

 

最終答申素案の推計方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

2017 年度の廃プラスチック量 73 万トン 

 

 

※最近のごみ組成調査では、清掃工場のピットからサンプリングする方法が主流となっているため、推計の考え方を修正した。 

 

清掃工場等搬入量 

  

うち容器包装プラ分 

区市町村収集量 持込み量 資源 
ごみ 
 

× 

ごみ組成調査のプラスチック比率 

区市町村収集量 持込み量 資源 
ごみ 
 

清掃工場等搬入量 

  

うち容器包装プラ分 × 

ごみ組成調査のプラスチック比率 
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１．日本からの廃プラ輸出先上位の国・地域 

• 日本からの廃プラ輸出先上位国を整理すると、2017年までは圧倒的に中国・香港が多かったものの、2018年からは
台湾や韓国の他、マレーシア、ベトナム、タイといった東南アジア各国に分散している。 

注）2019年は1月～6月までの合計 
（出典）財務省貿易統計（HSコード 3915） 

注）2019年1月～6月までの合計 

日本からの廃プラスチック輸出量の推移 
（千トン） 

2019年上半期の輸出先上位 

上半期 

廃プラスチックの輸出入に関する状況 参考資料３ 



２．日本からのプラスチックくず輸出量（輸出先別） 



３．主な日本からの廃プラ輸出先国・地域の規制内容の一覧 

• 中国（香港含む）、台湾、韓国、マレーシア、ベトナム、タイ、インドネシアの輸入規制の内容は表のとおり。 

• 2017年末に中国が輸入規制を導入して以降、他の国々も規制を検討・導入。2018年にはタイとベトナム、次いで
マレーシアが新たな輸入制限措置を導入し、2019年に入ってからはインドネシアも輸入基準の強化方針を発表。 

国・地域 内容 

(1) 中国 
• 2017年12月末には生活由来の廃プラスチックなどの輸入禁止 
• 2018年12月末から工業系廃プラスチックも輸入禁止 

(2) 台湾 
• 2018年10月から質の悪い廃プラスチックの輸入を制限 
• 背景には、中国大陸の輸入制限に伴い、資源ごみの輸入量が増加したことがある 

(3) 韓国 
• 輸入禁止措置の導入が検討されたことはない。当面はリサイクル業界との協議を通じ、国内で加工されたリサイクル品
の使用を奨励（韓国政府環境部） 

(4) マレーシア 
• 廃プラを輸入する企業・工場に発行したすべての輸入許可証（AP)を2018年7月から3カ月停止 
• 2018年10月に許可基準を厳格化した上でAP発行を再開したが、2019年前半までに一時的に禁輸状態も発生 

(5) ベトナム 
• 2018年に廃プラを含む輸入廃棄物の検査管理を強化し、一時は輸入禁止に等しい状態に 
• 2019年に入ってからもさらに輸入許可基準を厳格化 

(6) タイ 

• 2018年6月に電子廃棄物や廃プラスチックの輸入制限を強化。違法輸入業者の取締強化とともに、新規輸入許可
手続きを停止。2018年7月にはバンコクなど一部の港で廃プラ積載コンテナを荷揚げ禁止。 

• 2018年10月には2021年までに全面輸入禁止の方針を発表 

(7) インドネシア 

• 従来から輸入制限品目に指定（担当省庁から輸入許可を得る必要）だったが、2018年に輸入制限・禁止を検討 
• 2019年6月にはジョコ大統領がプラスチック廃棄物の輸入禁止を厳格運用する意向を表明 
• 2019年7月には税関検査・罰則規定の強化方針を発表 

（出典）環境省 プラスチック資源循環戦略小委員会資料、JETROレポート（2019/1/10、2019/6/18）、各紙報道などより作成 



廃プラスチックの排出・処理状況について 

主な排出者 廃プラを含む主な廃棄物 

家庭系（一般家庭） 食品や洗剤などの容器包装 

事業系（オフィス） PETボトル、容器包装 

製造業（生産ライン） 不良品、工場端材 

建設業（工事現場） 新築時の端材や梱包材、解体・改修時の廃棄物 

家電等のリサイクル事業者 シュレッダーダスト 

○産廃系廃プラスチックの主な処理フロー 

○産廃系廃プラスチックの品位と輸出対象 ○廃プラスチックの主な排出者 

排出事業者 

輸出事業者 

埋立、焼却 

材料リサイクル 
再生材利用 
製造業者 

再生燃料を利用する 
製造業者 

セメント 

RPF 

ケミカルリサイクル 

国内外含め、品質の良い
廃プラから奪い合いの状態 

従来は輸出されていた中品位の廃プラから処理受入が進み、低品位の廃プラの処理がひっ迫。
埋立・焼却に回る可能性大。不法投棄等も懸念される。 

廃プラ輸出量の減少 

規制前の輸出範囲 

規制後の輸出範囲 

輸入規制を受け、
国内に滞留 

【複合素材・分別不可能】 
例：建設系混廃 

【単一素材・分別容易】 
例：PETボトル、工場端材 

【複合素材・分別困難】 
例：小型家電、事業系混廃 

産廃中間処理業者
(破砕・選別・圧縮) 

産 
業 
用 

原 

燃 

料 
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「プラスチックの持続可能な利用に向けた新たなビジネスモデル」 

 事業者の選定について 
 

東京都は、ワンウェイプラスチックの削減などプラスチックの持続可能な利用に向

けた先駆的取組を都と共同して実施する事業者を、「プラスチックの持続可能な利用

い向けた新たなビジネスモデル事業」として、下記のとおり選定した。 

5 月 30 日から 6 月 24 日までの期間に公募を行った中から下記の２事業を選定。 

 

記 

 

 

＜選定した事業＞ 

①脱石油由来プラスチックに向けた新たなビジネスモデル 

提案者：伊藤忠紙パルプ株式会社  

 

 

②リユース容器を利用した商品提供プラットフォーム（Loop） 

提案者：LOOP Global Holdings LLC 及び TerraCycle Japan 合同会社 
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脱石油由来プラスチックに向けた新たなビジネスモデル 

提案者：伊藤忠紙パルプ株式会社  

 

事業の内容 

・コーヒーチェーン等でアイスコーヒー等のプラスチックカップを紙製のものに変更

したうえで、従来はリサイクルが難しかった使用済紙カップを回収して、紙袋に再

生する事業を試行する。 

・実施時期：令和元年 10 月 21 日から 11 月 20 日まで 

・現時点の参加企業：  

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 

日本マクドナルド株式会社（紙カップに一部変更済みのため、回収・再生のみ参加） 

・実施店舗数：都内 7 店舗 

 

 

 

 

モデル事業① 



 

 

リユース容器を利用した商品提供プラットフォーム（Loop） 

提案者：LOOP Global Holdings LLC 及び TerraCycle Japan 合同会社 

 

事業の内容 

・食品や日用品を、製品ごとに開発された専用リユーザブル容器で販売し、宅配で配

達・回収・再使用する事業。（2020 年 5 月の事業開始に向けて、今年度は洗浄テス

トや普及啓発等の準備を進める。） 

・ニューヨーク及びパリでは 2019 年から開始されている。 

・現時点の参加企業： 

江崎グリコ株式会社 

サントリー食品インターナショナル株式会社 

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 

株式会社ロッテ 

株式会社 I-ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者 

提携洗浄施設 

メーカー工場 

モデル事業② 
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